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ＧＸ経済移行債の概要 （ＧＸ推進法R5.5成立）

政府は、今後10年間に150兆円超の官民ＧＸ投資を実現するため、ＧＸ推進戦略の実現に向け
た先行投資支援として2023年度から10年間で20兆円規模のＧＸ経済移行債を発行。

注）エネルギー・原材料の脱炭素化と収益性向上等に資する革新的な技術開発・設備投資等
を支援。

ＧＸ経済移行債は、化石燃料賦課金・特定事業者負担金により償還。
注）ＧＸ経済移行債や、化石燃料賦課金・特定事業者負担金の収入は、エネルギー対策特

別会計のエネルギー需給勘定で区分して経理。
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ＧＸ経済移行債の財源

成長志向型カーボンプライシングの導入
• 炭素排出に値付けすることで、ＧＸ関連製品・事業の付加価値を向上。
• 先行投資支援と合わせ、ＧＸに先行して取り組む事業者にインセンティブが付与される仕
組みを創設。

①炭素に対する賦課金（化石燃料賦課金）
・2028年度（令和10年度）から、経産大臣は、化石燃料の輸入事業者等に対し
て、輸入等する化石燃料に由来するＣＯ２の量に応じて、化石燃料賦課金を徴収

②特定事業者負担金（排出量取引制度）
・2033年度（令和15年度）から経産大臣は、発電事業者に対して、一部有償で
ＣＯ２排出枠を割り当て、その量に応じた特定事業者負担金を徴収

※ これ制度に関する詳細な制度設計については、検討の上、2年以内に、必要な法制上
の措置を行う（GX推進法附則）



GX実現に向けた「分野別投資促進戦略（道行き）」の策定について

令和５年２月にGX基本方針が閣議決定された際に、22分野について「今後の道行き」を策定。
GX推進法（本年6月30日施行）の下で、GX経済移行債による投資促進の対象とする分野につい
て、年末までに「分野別投資促進戦略（道行き）」を決定すべく、政府内で検討が行われている。
これまでに、以下の10分野について「GX実現に向けた専門家ワーキンググループ」において各戦略の
審議が行われてきたところ。
•第１回 鉄鋼、化学【10月５日】
•第２回 紙パルプ、セメント、半導体、くらし【10月26日】
•第３回 蓄電池・自動車、SAF・航空機、船舶、資源循環【11月８日】
専門家WGの結果は、GX実行会議に報告され、年内に分野別投資促進戦略が決定
（令和６年度の本件概算要求については、「事項要求」となっているところ、予算額が年末までにとりまとめられる予定）
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カーボンニュートラルの実現に必要な海事産業における取組

海運事業者等

船員

ゼロエミッション船等

ゼロエミッション船等の建造の発注

ゼロエミッション船等の建造・供給

操船

▼CO2

運航

造船・舶用工業事業者

2050年カーボンニュートラルの実現のためには、ゼロエミッション船等の普及が不可欠。
このためには、ゼロエミッション船等について、①建造に必要な生産基盤の構築、②導入の促進、③船員の教育
訓練を進めていくことが重要。

②海運：ゼロエミッション船等の導入を促進②海運：ゼロエミッション船等の導入を促進

③船員：船員の教育訓練環境を整備③船員：船員の教育訓練環境を整備①造船・舶用：生産基盤の構築を促進①造船・舶用：生産基盤の構築を促進

水素燃料船 アンモニア燃料船 バッテリー船 水素FC船

海運の脱炭素化に資するゼロエミッション船等の導入

洋上風力発電施設作業船水素運搬船 CO2運搬船

クリーンエネルギーの安定供給等を支える船舶の導入

新燃料等に必要となる燃料供給システム、燃料タンク等の生産や艤装工事のための設備導入・増強等

三菱重工業

ゼロエミッション船等の建造に必要な生産設備の導入等 ゼロエミッション船等の船員の教育訓練設備の導入等

水素・アンモニア燃料の消火訓練等を
行うための教育訓練設備の導入

LNGやアンモニアを燃料に
使用する練習船の建造等
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